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（1）流域治水プロジェクトについて

【背景】

●令和元年東日本台風をはじめ、平成30年7月豪雨や令和2年7月豪雨など近年激甚な水害が頻発

●さらに、今後、気候変動による降雨量の増大や水害の激甚化、頻発化が予測

●このような水害リスク増大に備えるために、河川・水道等の管理者が主体となって行う対策に

加え、氾濫域も含めて一つの流域として捉え、その流域全体のあらゆる関係者が協働し、流域

全体で水害を軽減させる治水対策、「流域治水」への転換を進めることが必要

流域治水プロジェクトを示し、ハード・ソフト一体の事前防災対策を加速していくことが、

国土交通省「総力戦で挑む防災・減災プロジェクト」において示される。

流域治水協議会

【目的】

菊川流域全体で緊急的に実施すべき流域治水の全体像を「流域治水プロジェクト」として策定・
公表し、流域治水を計画的に推進



2

近年の水災害の激甚化・頻発化に対応するためには、従来の河川区域を中心としたハード整備だけでなく、流
域ごとに河川の氾濫により浸水が想定される地域における土地利用やまちづくりも含めた水災害の総合的なマ
ネジメントを目指す「流域治水」との概念が提唱されている。

（1）流域治水プロジェクトについて
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利水ダムの治水活用という形で上流域においては各省連携が進められている。
中流・下流域においても、堤防・下水道、水田・ため池、学校施設、福祉施設、国有地等の機能を連携させ、
地方公共団体、関係省庁が垣根を超えて一元的に被害軽減を推進する体制を構築していく。

(出典)国土交通省『気候変動を踏まえた水災害対策のあり方について~あらゆる関係者が流域全体で行う
持続可能な「流域治水」への転換~』(令和2年7月社会資本整備審議会)答申概要資料を基に作成

（1）流域治水プロジェクトについて
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【開催概要】
日 時：令和２年７月２０日（月） １６：００～１６：４５
会 場：菊川市営保養センター 小菊荘2階研修室
出 席：下記協議会委員参照
議 事： （１）菊川流域治水協議会規約（案）について

（２）今後の進め方について
（３）リーディング地区の選出について

（2）第1回 菊川流域治水協議会の開催概要

【議事概要】
１．菊川流域治水協議会規約（案）について

事務局より規約（案）について説明し、了承された。（7/20施行）
２．今後の進め方について

事務局より本協議会の今後の進め方について説明し、承認された。
あらゆる関係者により行う「流域治水」という趣旨に則り、市民等の意見を踏まえてプロジェクトが策定できるように検討すべき
との意見があった。

３．リーディング地区の選出について
事務局よりリーディング地区の選出について説明し、承認された。

令和２年度 第1回 菊川流域治水協議会 開催概要

国土交通省掛川市 菊川市 静岡県

協議会開催状況

浜松河川国道事務所長

掛川市長 菊川市長

河川計画課長袋井土木事務所長

静岡県 国土交通省 中部地方整備局 国土交通省 中部地方整備局 河川部

協議会委員



（3）流域治水プロジェクト中間とりまとめ
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令和2年9月24日（木）に、第2回流域治水協議会を書面にて開催し、以下の通り菊川水系流域治水プロジェク
ト【9月24日時点とりまとめ】を策定した。

凡例

洪水浸水想定区域（戦後最大の昭和57年9月洪水に対する想定氾濫解析）

大臣管理区間


